
桑名市五反田事案 支障除去対策事業

令和元年度の井戸設置計画および今後の進め方

令和元年6月
廃棄物適正処理プロジェクトチーム
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＜目標と判断指標＞

＜具体的な判断指標＞

遮水壁外 ：環境基準値（0.05mg/L）以下 ※実施計画上の指標

各井戸ごとに判断

遮水壁内 ：管理値として排水基準値（0.5mg/L）以下 ※効果検証委員会で了承(H29.1月)

各井戸の濃度を加重平均し判断

１ 揚水浄化対策の概要

（１）目標と判断指標

調査結果の濃度レベルが3回連続で環境基準以下であり、
かつ上昇傾向でない場合に達成されていると評価
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遮水壁外：第二帯水層及び

第三帯水層の地下水環境基準超過範囲

遮水壁内：撤去エリアの下部帯水層

残置エリアの廃棄物層・上部帯水層

及び下部帯水層

現場概略図及び帯水層区分

（２）浄化対策区域

１ 揚水浄化対策の概要
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２．これまでの揚水浄化に係る検証

（１）1,4-ジオキサン濃度の推移
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＜遮水壁外 第３帯水層＞
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２．これまでの揚水浄化に係る検証

（１）1,4-ジオキサン濃度の推移

地下水の流向
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＜遮水壁内＞

２．これまでの揚水浄化に係る検証

（１）1,4-ジオキサン濃度の推移

各井戸の濃度が管理値（0.5mg/L）以下となった。
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H31年4月
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揚水による地下水汚染濃度の低減効果は、下記の計算式により算出する。

揚水を行うと、理論上は揚水に含まれる1,4-ジオキサンが除去されるが、地下水の移流拡散によ
る希釈の影響を受けることから、浄化予測にあたっては除去できる1,4-ジオキサン量を「揚水効率
（α）」で補正している。

1,4-ジオキサン濃度（Cn）は、「揚水量（Q）」と「揚水効率（α）」の影響を強く受け、両変数
とも現場の状況により変動することから、前回検討時（平成28年度）以降の実績値を用いて、前回
検討時（H28.9）と現在（H31.4）の状況を比較・検証した。

【揚水による低減効果の計算式】

揚水開始ｎ日後の1,4-ジオキサン平均濃度は、下式より算出する。

Cn  ＝ (v×Cn-1 ΈQ×Cn-1×α)／v Cn：揚水開始後のｎ日後の1,4-ジオキサン濃度（mg/L）

＝ (v-Q×α)×Cn-1 ／v v：地下水量（ ）（＝帯水層量×間隙率Θ（0.3））

Q：揚水量（ ／日）

Cn-1 ：揚水開始（ｎ－１）日後の1,4-ジオキサン濃度（mg/L）

α：揚水浄化による1,4-ジオキサンの除去効率（＝揚水効率）

２．これまでの揚水浄化に係る検証
（２）地下水浄化の予測
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＜検証＞ 第２帯水層遮水壁北側

２．これまでの揚水浄化に係る検証
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（２）地下水浄化の予測
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２．これまでの揚水浄化に係る検証
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（２）地下水浄化の予測
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1,4-ジオキサン加重平均濃度（揚水開始前）

H24.2～H28.9とH28.9～H31.4の２期分のデータを基に検証した。

＜検証結果＞

2 南東

3 北

3 南東

3 南西

2 北

2 南西

２．これまでの揚水浄化に係る検証
（３）1,4-ジオキサン濃度と揚水効率の関係

2 北東

2 北西

3 東

2 嘉例川
付近

1,4 -
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＜凡例＞

２．これまでの揚水浄化に係る検証
（３）1,4-ジオキサン濃度と揚水効率の関係

第２帯水層

第３帯水層

H24.2 H28.9 H31.4

H24.2 H28.9 H31.4

2 嘉例川
付近

2 北西
2 北東

2 北

3 北

3 南西

2 南東

2 北

2 嘉例川
付近

2 南西 2 南東

2 南西
2 南東

2 北

3 北
3 北

3 東

3 東

3 南東 3 南東3 南西 3 南西

：H24.2-H28.9の揚水効率 ：H28.9-H31.4の揚水効率

※嘉例川付近及び南西側は、環境基準を満足

※東及び南東側は、環境基準を満足11



＜各エリアにおける今後の揚水効率の設定＞

２（３）において、各エリアごとに得られたデータから、今後の揚水浄化に係る揚水効率について以下のとおり設定した。

２．これまでの揚水浄化に係る検証

H24-H28の
揚水効率

H28-H31の
揚水効率

設定した
揚水効率

考え方

－ 0.40

0.73 0.12

0.08

0.43 0.51

0.24 1

0.42 0.11

0.07
環境基準値超過エリアは消滅した。

北側では、移流拡散等により濃度が低下し、H28からH31の揚水効率が1になったものと考えられる。
今後の揚水効率は安全側で設定し、第３帯水層の最低実績値である0.07と設定する。

区域

第
２
帯
水
層

北西 0.08

北～北東 0.08

南西 - - 環境基準値超過エリアは消滅した。

南東 0.01

井戸（22-3-2）の濃度が0.2～0.3mg/Lの間で推移していたが、H31年4月の測定で0.072mg/Lに低下した
ことにより揚水効率が上昇したものと考えられる。
この区域の特徴として、遮水壁外南側に存在していた廃棄物による汚染が残留しており、揚水で除去
した以上の汚染が流入しているものと考えられるため、ここでは揚水効率を0.01と設定する。
（詳細はP18に記載）

局所的に高濃度値が検出されたことから、1,4-ジオキサンの加重平均濃度が上昇した期間がある。
今後の揚水効率は安全側で設定し、第２帯水層の最低実績値である0.08と設定する。

第
３
帯
水
層

北 0.07

南西 0.07

南東 - -
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３．追加井戸設置計画
＜新規設置井戸の役割＞

・汚染区域浄化用の揚水井戸 （６本）
・汚染の拡散状況確認用のモニタリング井戸 （５本） ※揚水も可。

＜各井戸における揚水可能量＞

・揚水実績のある井戸

→ 直近２年間（H29～H30）の平均値を採用。

・H30年度に掘削した井戸

→ 揚水実績が少ないため、直近の揚水実績の1/2の値を採用。

・R元年度に掘削する新規井戸

→ 同一汚染源にある井戸における揚水量（実績値）を参考に設定。

＜浄化目標時期＞

令和４年度末が産廃特措法の期限となっており、水処理施設の撤去等に約１年間要することか
ら、令和４年４月に設定した。
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３．追加井戸設置計画

① ②

（１）遮水壁外

ア）第２帯水層

③

第２帯水層は、遮水壁
北側に２か所、南東側
に１か所、計３か所に
汚染区域がある。

遮水壁北西側の端に１本、
②の汚染区域に３本、
③の汚染区域に２本、
計６本の井戸を新規に掘削
する。

モニタリング井戸

揚水井戸

追
加
井
戸

1-1-2

1-2-2
1-4-2

1-3-2

1-5-2

1-6-2

追加井戸
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＜現状（H31.4）に基づく今後の浄化予測＞

① 遮水壁北西側

設定した揚水効率：0.08

新規井戸

1-1-2

３．追加井戸設置計画

ア）第２帯水層

（１）遮水壁外

15-1-2 2.6

30-3-2 2.8

5.4

Ṯ ṯ

31 2 ṕ30-3-2Ṗ

Ṯ ṯ
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Ṯ ṯ
ṕ30-4-2Ṗ (2.0mg/L)

ṕ24-1-2 22 -17 -2Ṗ

ṕ10.5 Ṋ Ṗ
ẑ

新規井戸

30-4-2

地下水の流向

② 遮水壁北～北東側

1-2-2

1-4-2

1-3-2

３．追加井戸設置計画
（１）遮水壁外

ア）第２帯水層

廃止井戸
14-1-2

廃止井戸
24-1-2

廃止井戸
22-17-2
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地下水の流向

② 遮水壁北～北東側

設定した揚水効率：0.08
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３．追加井戸設置計画
（１）遮水壁外
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-
30-4-2 0.1 2.0

1.5
1.5

13.517



Ṯ ṯ
ṕ22-3-2Ṗ Ễ ṕ

1-5-2 1-6-2Ṗ

ṕ Ễ 0.08 1,4 -
0.072mg/L

0.071mg/L 1,4 - 0.01
Ṗ

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.1

H
3

1
.4

.1

H
3

1
.1

0
.1

H
3

2
.4

.1

H
3

2
.1

0
.1

H
3

3
.4

.1

H
3

3
.1

0
.1

H
3

4
.4

.1

H
3

4
.1

0
.1

H
3

5
.4

.1

H
3

5
.1

0
.1

H
3

6
.4

.1

1.7

基準値 0.05mg/L

[mg/L]
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地下水の流向

３．追加井戸設置計画
（１）遮水壁外

ア）第２帯水層

＜現状（H31.4）に基づく今後の浄化予測＞

設定した揚水効率：0.01
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（１）遮水壁外

イ）第３帯水層

③

第３帯水層は、遮水壁
北側、南西側、東側の
計３か所に汚染区域が
ある。

遮水壁北西側の端に１本、
①の汚染区域に２本、
③の汚染区域に１本、
計４本の井戸を新規に掘削
する。

３．追加井戸設置計画

モニタリング井戸

揚水井戸

①

②

1-8-3

1-9-3

1-7-3

1-10-3
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＜現状（H31.4）に基づく今後の浄化予測＞
1-7-3

1-8-3 1-9-3

３．追加井戸設置計画
（１）遮水壁外

イ）第３帯水層

①遮水壁北側

設定した揚水効率：0.07

目標（R4.4）
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地下水の流向

②遮水壁南西側

３．追加井戸設置計画
（１）遮水壁外

イ）第３帯水層

＜現状（H31.4）に基づく今後の浄化予測＞

設定した揚水効率：0.07

22-4-3 2.5

ᴞ χӱ
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目標（R4.4）
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Ễ ṕ22-4-3Ṗ

Ṯ ṯ
ṕ22-7-3 22 -4-3 -2-3Ṗ
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③遮水壁東側
地下水の流向

1-10-3

３．追加井戸設置計画
（１）遮水壁外

イ）第３帯水層
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（３）まとめ

３．追加井戸設置計画
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４．今後のスケジュール

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

６０m３/日

揚水浄化
（新規水処理施設） １９ｍ３/日

土工事
仮橋工事等

施設撤去後の整備等

遮水壁内

遮水壁外

揚水浄化
（既設水処理施設）

井戸設置

効果検証委員会

桑名市五反田事案　今後のスケジュール

対策内容 詳細

工事期間【年次／年度】

揚水浄化

運転管理・揚水浄化

運転開始・揚水浄化

北側8本・南側2本

浄化施設撤去目標

施設撤去

残置エリア・1本

施設撤去

仮橋撤去

借地復旧
農地復旧工

必要あれば
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